
【問】国保・健康課　☎（0879）26-9908

予防接種を受けましょう

【問】街角の年金相談センター高松オフィス　☎（087）811-6020（平日8：30～17：15）
津田公民館第３講座室7月15日（火）１０：００～１５：００

【問・申】高松東年金事務所お客様相談室　☎（087）804-0508（平日8：30～17：15）
市役所本庁附属棟多目的室7月２4日（木）１０：００～１５：００

年金相談（予約制）
基礎年金番号がわかるものなどをお持ちください。（代理人の場合は委任状が必要となる場合があります）

保
健
だ
よ
り

月7

17日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和３年12月生まれ木

●3歳児健診

8日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和５年11月～12月生まれ火

●１歳６か月児健診

22日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和７年３月生まれ火

●３～４か月児健診

令和４年12月生まれ市内委託医療機関にて受診7月
●2歳児歯科健診

金 予約制25日 寒川庁舎
●こども相談（発達や育児についての個別相談）

成人の希望者
13：20～14：00

  　9：30～11：00

水

火

津田公民館北山分館

志度保健センター

16日

29日

●健康相談（保健師による相談：血圧測定、尿検査ができます。）

●健康・栄養相談（保健師、管理栄養士による個別相談）
金4日 寒川庁舎 希望者(予約制）14：00～16：00

乳幼児・妊産婦の希望者

　9：30～11：00

  9：30～11：00

　9：30～11：00

木

火

水

志度公民館

津田保健センター　

長尾公民館

3日

15日

23日

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

「さぬき市こども計画」を策定しました！
「さぬき市こども計画」は、子どもから若者、そして子育て家庭を対
象に、子育て支援に関わる施策をはじめ、子どもの貧困対策、若者へ
の生活支援など、誰もが子育てしやすく住み続けやすいまちづくりを
目指して、関連する施策を総合的・計画的に推進するために策定した
計画です。

【問】子育て支援課　☎（0879）26-9905

計画はこちらからご覧ください↑

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

麻しん風しん予防接種

●特例対象者について
　特例対象者（平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ）で接種を希望される方は、20歳になる前日までに
残りの回数を無料で受けることができます。予診票のない方は発行いたしますので、下記までご連絡ください。

〈令和7年度に接種が推奨される方〉
平成28年4月1日～平成29年3月31日生まれ ⇒ 誕生月の翌月に個人通知しています。

日本脳炎予防接種
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(月々の保険料)
（扶養親族等の数+1）×
35万円+32万円 2分の1が反映全額免除

88万円+扶養親族等控除額+
社会保険料控除額等 8分の5が反映4分の3免除

（4,380円）
128万円+扶養親族等控除額+
社会保険料控除額等 8分の6が反映半額免除

（8,760円）
168万円+扶養親族等控除額+
社会保険料控除額等 8分の7が反映4分の1免除

（13,130円）

所得基準の目安 老齢基礎年金額

麻しん・風しんは乳幼児期にかかりやすいため、1歳のお誕生日がきたらなるべく早く第1期を接種し、
さらに高い予防効果を得るために、小学校入学前の1年間に第2期を接種しましょう。

●麻しんまたは風しんにかかった方でも、接種が可能です。

〈令和7年度対象者〉
【第1期】
【第2期】

生後12か月～ 24か月未満
平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ ⇒ 4月に個人通知しています。
接種期間：令和8年3月31日まで

子育て／健康
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